
 

 

令和７年度 七尾市立中島中学校 

 

ＰＴＡ総会議案書 
                   

令和７年４月３０日（水） 

 

 

①  令和６年度各委員会活動報告 

②  令和６年度ＰＴＡ会計決算報告 

③  令和６年度ＰＴＡ会計監査報告 

④  令和７年度中島中学校ＰＴＡ組織 

⑤  令和７年度活動方針・活動取組案・年間予定表 

⑥ 令和７年度ＰＴＡ会計予算案 

⑦ その他 

 

資料  ＰＴＡ規約 

    年間行事予定 

     



① 令和６年度 活動報告 

【役員会】 

〇８月２５日（日） 親子奉仕作業（グラウンドの除草・整備） 

・短時間で効率よく行え、とてもきれいになった。 

・事前の役割分担及び混合油の準備も十分で効率よく行うことが 

できた。 

 

【研修委員会】     

〇ＰＴＡだより １２５号（７月） １２６号（３月） 

 ・原稿を集め，学校のようすを保護者や地域に知らせることができた。 

 

【地区委員会】  

〇朝の交通安全指導（毎月２回） 

   ・挨拶運動を兼ねて実施できてよかった。 

〇６月７日（金） 地区懇談会 

   ・6 地区でボランティア活動、通学路危険個所などについて 

話し合った。 

   ・事前に話し合う内容がより充実したものとなったのではないか。 

〇１１月中旬   地区委員会（役員選考） 

   ・１２月中までに次年度の役員や委員を選出できた。 
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収　　　入

項  目  名 予   算 決   算 差異(△） 摘　　　　　要

前年度繰越金 78,081 78,081 0 前年度繰越金

会費 297,600 299,200 1,600
前期長子分（１６００円×７９人＝126400円）
後期長子分（１６００円×８０人＝128000円）
教職員（３２００円×14人＝44800円）

その他 3,500 15,689 12,189 利子，市P連保険還付金，災害見舞金(日本公衆電話会)

  収 入 合 計 379,181 392,970 13,789

支　　　出

項  目  名 予   算 決   算 差異(△） 摘　　　　　要

１．事務費 15,000 9,514 △ 5,486

  消耗費 12,000 9,514 △ 2,486 親子奉仕作業(お茶・混合油)

  通信費 3,000 0 △ 3,000

２．事業費 282,200 249,532 △ 32,668

  会員研修費 30,000 27,000 △ 3,000 研修会旅費(７月・１２月・3月)

  研修委員会費 90,200 90,200 0 PTAだより（前期・後期）

　地区委員会費 0 0 0

  学年委員会費 0 0 0

  卒業記念品費 72,000 67,220 △ 4,780 印鑑(卒業記念品),卒業証書ファイル，コサージュ

  文化奨励費 75,000 63,420 △ 11,580 負担金(中文連・中体連・学体研)・中学朝日新聞
コーチ保険料は各部で負担

  保健費 5,000 1,692 △ 3,308 塩分チャージ，学校保健委員会図書

  慶弔費 10,000 0 △ 10,000

３．負担費 55,000 36,980 △ 18,020 単Ｐ負担金(＋手数料)　、安全会費

４．返金費 0 200 200 3年転出生徒１名(3月分会費)

５．予備費 26,981 0 △ 26,981

　支 出 合 計 379,181 296,226 △ 82,955

収  入 支  出 差し引き残高

392,970 ― 296,226 ＝ 96,744

②　　　令 和 ６ 年 度　　　P　T　A　　一　般　会　計　決　算　書　

　　　差し引き残高　　96,744　円は、令和７年度に繰り越します。
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会　長 会長理事

副会長

書記 教頭

学校

保護者代表 保護者理事

参 与 学校長 校長

委員会 委員長 中　島
釶打・
笠師保

熊　木 豊川・西岸 学　　校

研　修 正:　菊澤
芦本　一哉
(3年:杏樹)

釶打
岩城　広典
(3年:蒼介)

豊川

副:　芦本
高山佳奈子
（3年:桜城)

岡田　尚子
(3年:蒼亜)

杉森　隆秀
(2年:依颯)

菊澤　剛志
(3年:光)

◎
山本久美子

笠師保 西岸 工藤　慎人

山本　仁志
(3年:彩夏)

中村　和弘
(1年:峻)

藏本　美紀
(3年:晴愛)

平石　友香
(2年:仁瑚)

地　区
正:　森 加賀　幸恵

(3年:理暖)
釶打

多賀裕香里
(2年:ゆき)

豊川

副:　井田
中村　郁
(2年:杏心)

谷口　幸生
(2年:なる花)

蔵本　美紀
(2年:菜々美)

森　武士
(2年:沙羅)

◎
寺岡　慶子

笠師保 西岸 丹後　孝昭

髙尾　篤志
(3年:萌香)

井田裕一郎
(3年:菜々美)

宮本　香織
(3年:真彩)

室木　早紀
(2年:詩雫)

会計
監査

監査委員
高山　佳奈子

谷口　幸生

（ ３年:桜城 ) 

会　計
清森　由子

北村　瀬菜

廣田　一美

( ２年:なる花 ) 

湊口　登志子

④　令和７年度　中島中学校ＰＴＡ組織

（３年：菜々美）

（３年：結愛）

（３年：蓮斗）

 （３年：愛桜）（２年：希愛）

市Ｐ連

役 員

井田　裕一郎

山本　良美

田畑　瑞穂
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令和７年度中島中学校 PTA 活動方針（案） 

  
令和２年度からのコロナ禍、令和５年度の能登半島地震により地域の

行事の在り方や学校行事、PTA 活動の在り方についても変化があり、そ

のなかから活動に対して見直しを図り今日に至っています。 

令和７年度はここ数年で実施した取り組みを継承しつつ、ＰＴＡ・学校

行事・課外活動等について、工夫して取り組んでいくことが求められます。 

そのためには家庭・学校・地域がよりいっそう協力していくことが大切

で、子どもたちの安全を第一に考え、少人数ならではの特色を生かし、思

いやりの心、感謝する心を大事にして、ＰＴＡ活動を行いたいと思いま

す。 

 

１．家庭・学校・地域が連携し、 

子どもたちが「安心」して生活できる環境を作りましょう。 

２．家庭・学校・地域が一体となり、 

互いに「思いやり」をもって活動しましょう。 

３．これまでの繋がり、これからの繋がりに「感謝」して、 

中島中学校の伝統を伝えていきましょう。 

 

 

 それぞれの地域の絆、中島中学校全体の絆を大切にして、子どもたち

を支えていきましょう。 

安心・思いやり・感謝 
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⑤ 令和７年度 活動取組案 

【役員会】 

・親子奉仕作業を実施する。（８月） 

・なかじま教育フォーラムを企画する。（８月） 

・教育ウィークの行事を企画する。（１１月） 

 

 

【研修委員会】     

・ＰＴＡだよりを発行する。（７月）（３月） 

・なかじま教育フォーラムの運営に協力する。（８月） 

 

【地区委員会】  

・朝の交通安全指導を実施する。（毎月２回） 

・地区懇談会を実施する。（６月） 

・地区委員会を実施し、役員選考を行う。（１１月） 
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⑤　　令和７年度　中島中学校ＰＴＡ　年間予定（案）

３月１８日（火） 第１回ＰＴＡ役員会兼新旧引継ぎ会

４月２４日（木） ＰＴＡ総会の議案 form で回答締切

４月３０日（水）決定 授業参観・学校説明会・ＰＴＡ総会決議の報告

６月上旬 地区懇談会（全地区）

６月下旬 第２回ＰＴＡ役員会（親子奉仕作業・教育フォーラムについて）

８月上旬 教育フォーラム

８月下旬 親子奉仕作業（小学校と日を合わせる）

１０月下旬 学校祭　研究発表会

１１月第１週 授業参観・学校公開

１１月７日（水） 中島小学校６年生訪問（入学説明会）

１１月上旬 ＰＴＡ役員候補者選出（会長・副会長・会計・保護者代表）

１１月中旬 ＰＴＡ役員選考地区委員会の準備会

１１月下旬～１２月 地区別選考委員会（各地区　会場の都合により期日変更あり）

３月中旬 新旧役員引継ぎ会

３月下旬 会計監査
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収　　　入

項  目  名 R６年度決算 R7年度予算 差異(△）

会費 299,200 243,200 △ 56,000

前年度繰越金 78,081 96,744 18,663

その他 15,689 5,000 △ 10,689

収入合計 392,970 344,944 △ 48,026

支　　　出

項  目  名 R6年度決算 R7年度予算 差異(△)

１．事務費 9,514 10,000 486

 　消耗費 9,514 10,000 486

 　通信費 0 0 0

２．事業費 249,532 240,200 △ 9,332

 　会員研修費 27,000 30,000 3,000

 　研修委員会費 90,200 90,200 0

 　地区委員会費 0 0 0

 　学年委員会費 0 0 0

 　卒業記念品費 67,220 45,000 △ 22,220

 　文化奨励費 63,420 60,000 △ 3,420

　 保健費 1,692 5,000 3,308

 　慶弔費 0 10,000 10,000

３．負担費 36,980 45,000 8,020

４．返金費 200 0 △ 200

５．予備費 0 49,744 49,744

　支 出 合 計 296,226 344,944 48,718

研修会旅費(７月・１２月・3月)

⑥　　　令 和 ７ 年 度　　　　P　T　A　　一　般　会　計　予　算　書　（案）

摘　　　　　要

前期長子分（１６００円×６３名＝100800円）
後期長子分（１６００円×６３名＝１００８００円）
教員（３２００円×13人＝41600円）

前年度繰越金

利子，市P連保険還付金，

摘　　　　　要

親子奉仕作業(お茶・混合油)

香典　弔電　生花など　

単Ｐ負担金(￥400/人)、安全会費(￥120/人)

教育フォーラム講師謝金など

PTA会報(２回)

印鑑(卒業記念品),卒業証書ファイル，コサージュ

負担金(中文連・中体連・学体研)・中学朝日新
聞
※ コーチ保険料は各部で負担

熱中症対策・学校保健委員会用図書　　
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中島中学校ＰＴＡ規約 
（名称） 

第１条 本会は中島中学校ＰＴＡと称し，事務所を中島中学校におく。 

（目的） 

第２条 本会は家庭と学校の密接な協力により教育的環境の整備をはかり，生徒の福祉増

進と生活指導に当ると共に会員相互の教養を高めることに努める。 

（会員） 

第３条 本会の会員は，下記の諸項に該当するものを以て組織する。 

１  中島中学校に在籍する生徒の父母または保護者。 

２  中島中学校に勤務する校長および教職員。 

３  前記の外で本会の目的に賛同したもの。 

（会計） 

第４条 本会の経費は，会費，事業収入および自発的な寄付金を以てあてる。 

第５条 会費は総会において協議した額を徴収する。 

第６条 本会の経理は，すべて総会で認められた予算にもとづいて行なわれる。 

第７条 本会の経理は，会計監査を経て報告されねばならない。 

第８条 本会の会計年度は，４月１日から翌年３月31日とする。 

（役員） 

第９条 本会の役員は次のとおりとする。 

１  会 長 １名（父母） 

２  副会長  １名（父母） 

３  書 記  １名（教職員１名） 

４  会 計  ２名（父母１名，教職員１名） 

５ 保護者代表（１名） 

第10条  役員の任期は１年とする。ただし再任は妨げない。 

第11条 次年度役員は第２回運営委員会において選出する。 

第12条 役員の任務は次のとおりとする。 

１  会長は本会を代表し，会議を召集し会務を総理する。また市ＰＴＡ連合会の会長理

事を兼ねる。 

２  副会長は会長を補佐し，会長不在のときはその代理をする。 

３  書記は諸会合，その他の庶務を任ずる。 

４  会計は本会の経理にあたる。 

５ 保護者代表は副会長を補佐し，市ＰＴＡ連合会の保護者理事を兼ねる。 

第13条 本会の経理を監査するため２名の監査委員をおく。 

（参与・顧問） 

第14条 本会の参与，顧問は次のとおりとする。 

１  参与は中島中学校長及び教頭を委嘱する。 

２  顧問は必要に応じて第３条３項の中から委嘱することが出来る。 

（総会） 

第15条 総会は年１回とし，必要に応じて臨時に開くことができる。やむを得ない事情で

総会が開くことができないと会長が判断した場合，書面で提案することができる。 

第16条 総会は本会の最高決定機関で予算，決算の承認，事業計画の審議，役員並びに会

計監査委員の承認，規約の改廃，その他の重要事項を決議する。 

第17条 総会の決議は出席者の過半数の同意を必要とする。 
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（運営委員会） 

第18条 運営委員会は役員，常任委員会の委員長，副委員長および学校長によって構成さ

れる。 

第19条 運営委員会の任務は次のとおりとする。 

１  各委員会で立案された事業計画を審議する。 

２  総会に提案する議案報告書を作成する。 

３  総会に決める以外の重要事項をもうける。 

４  必要あるときには特別委員会をもうける。 

５  その他会員より委嘱された重要事項を処理する。 

第20条 委員会は常任委員会，特別委員会，会計監査委員会とする。 

第21条 常任委員会は研修委員会，地区委員会とする。 

第22条 常任委員長，副委員長は役員会の承認を得て会長はこれを委嘱する。 

第23条 委員会の任務は次のとおりとする。 

１  常任委員会 

(1) 研修委員会は両親教育の企画に携わり，あわせて生涯学習振興に協力する。 

(2) 地区委員会は学校と地区との連絡を密にし，生徒の自主的集団生活の補導並びに

福利厚生に寄与する計画に携わる。また，次年度の役員選考にあたる。地区とは

笠師保，豊川，中島，熊木，釶打，西岸とする。 

２  会計監査委員は本会の会計を監査し，その結果を総会に報告する。 

第24条 規約は総会において出席者の３分の２以上の賛成により改正することができる。 

（慶弔規定） 

第 25 条 会員の中に慶事があった場合は，その都度協議する。 
第 26 条 会員の中に疾病，罹災のあった場合はその都度協議する。 
第 27 条 会員が死亡した場合は，１０，０００円と生花一基，弔電，ＰＴＡ会長と学校長

が会葬する。 
第 28 条 生徒が死亡した場合は，１０，０００円と生花一基，弔電，ＰＴＡ会長と学校長，

学級担任，生徒会代表が会葬する。 
第 29 条 本規定以外の特に考慮すべき事態発生の場合は，その都度協議する。 
     この場合の慶弔慰金は，全会員の均等割とする。 
第 30 条 第 25 条から第 29 条の規定においては，一切返礼しない。 
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附 則 

１  本規約は昭和59年５月８日より実施する。 

２  本規約施行に必要な細則は別に定める。 

３  昭和61年５月１日規約一部改正 

４  平成３年２月25日規約一部改正 

５  平成４年２月28日規約一部改正 

６  平成８年２月４日規約一部改正 

７  平成９年４月28日規約一部改正 

８ 平成17年４月22日規約一部改正 

９ 平成18年４月28日規約一部改正 

10 平成23年２月25日規約一部改正 

11 平成25年４月25日規約一部改正 

12 平成29年４月21日規約一部改正 

13 平成30年４月20日規約一部改正 

14 令和3年4月2日規約一部改正 

15 令和5年７月規約一部改正 

細 則・・・・・・以下省略 

（表彰規定）（旅費規定） 
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